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令和８年度 大竹市職員採用試験受験案内 

大竹市 総務部 総務課 
 

 

 

 

 

 

 

 

１ 試験職種・採用予定人数等 

職 種 採用予定人数 職 務 概 要 

一 般 事 務 職 ４名程度 
市長事務部局、教育委員会、上下水道局等で、主に一

般行政事務に従事します。 

土 木 技 術 職 ２名程度 

市長事務部局や上下水道局等で、主に道路、河川、橋

梁、港湾、上下水道等の事業における企画、設計、施

工監理、維持管理等の業務に従事します。 

建 築 技 術 職 ２名程度 

市長事務部局等で、主に建築工事（建築電気・建築機

械を含む）、都市整備等における企画、設計、施工監理、

建築指導等の業務に従事します。土木技術職の担当す

る職務に従事する場合もあります。 

保 健 師 職 ２名程度 
市長事務部局等で、主に乳幼児及び高齢者等への健康

相談、保健指導、健康教育等の業務に従事します。 

消 防 職 ２名程度 
消防本部、消防署等で、主に消火・救急・救助活動、

防災、火災予防指導等の業務に従事します。 

 

 

 

 

 

 

第 1次試験日   令和８年７月１２日（日） 

申込受付期間   ５月２１日（木）～６月１７日（水） 

採用予定日   令和９年４月１日 

 

 

問い合わせ先                                     大竹市職員採用情報サイト 

〒739-0692                                        ↓ 

大竹市小方一丁目１１番１号  大竹市 総務部 総務課 職員秘書係 

℡（0827）59－2122（直通） 

（0827）59－2111（代表） 内線304・305  

大竹市ホームページ http://www.city.otake.hiroshima.jp/ 

 

 

 

http://www.city.otake.hiroshima.jp/
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２ 受験資格 

次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす人 

(1) 試験職種の年齢・資格等に該当する人 

職 種 年齢・資格等（学歴は問いません。） 

一般事務職 平成８年４月２日以降に生まれた人（３０歳までの人） 

土木技術職 
平成３年４月２日以降に生まれた人（３５歳までの人） 

※ 保健師職は、保健師の免許を有する人（令和９年３月３１日までに免許を取得する見込 

みの人を含む。） 

建築技術職 

保 健 師 職 

消 防 職 
平成１２年４月２日以降に生まれた人（令和９年４月１日の年齢で２６歳までの人）で視力

が矯正を含み、両眼で０．７以上かつ一眼それぞれ０．３以上で強度の色覚障害のない人 

 

(2) 次のいずれにも該当しない人 

ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの人（令

和７年５月３１日以前の改正前刑法における禁錮以上の刑を含む。） 

イ 大竹市の職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない人 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張

する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

 

(3) 次のいずれかに該当する人（令和９年３月３１日までに取得見込みの人を含む。） 

※ ただし、消防職は、次のアに該当する人でなければ受験できません。また、消防職以外の職で次のイ、

ウのいずれかに該当する場合、採用後、公権力の行使又は公の意思の形成に参画する職に就くことはで

きません。 

ア 日本国籍を有する人 

イ 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）による永住者 

ウ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第

７１号）による特別永住者 

 

３ 試験の日時・場所及び合格発表 

試験区分 日 時 会 場 合格発表 

第１次試験 
７月１２日(日) 

大竹市役所 

合格者の受験番号

を大竹市ホームペ

ージに掲載します。

なお、合格者には個

別に通知します。 

７月２９日(水) 
午前９時３０分から 

第２次試験 

８月中旬予定 

大竹市役所 ８月下旬 第１次試験合格通知の

際にお知らせします。 

第３次試験 

９月上旬予定 

大竹市役所 ９月中旬 第２次試験合格通知の

際にお知らせします。 

（注１） 第１次試験の受付は、午前９時から午前９時３０分までです。受付時間を過ぎての入室は原則でき

ません。 

（注２） 電話等による合否の問い合わせには一切お答えできません。 
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４ 試験科目 

(１) 第１次試験 

職 種 試験の方法・内容 試験時間 

一 般 事 務 職 

消 防 職 

教養試験〔択一式・出題分野（時事、社会・人文、自然に関する一般知識、

文章理解、判断・数的推理、資料解釈）〕 
１２０分 

職場適応性検査（※消防職は、消防適性検査） ２０分 

土 木 技 術 職 

専門試験〔択一式・出題分野（数学、物理、情報、土木構造設計（構造力学、

構造設計）、土木基盤力学（水理学、土質力学）、測量、社会基盤工学、土木

施工）〕 

９０分 

職場適応性検査 ２０分 

建 築 技 術 職 

専門試験〔択一式・出題分野（数学・物理・情報、建築構造設計、建築構造、

建築計画、建築法規、建築施工）〕 
９０分 

職場適応性検査 ２０分 

保 健 師 職 

専門試験〔択一式・出題分野（公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医

療福祉行政論）〕 
９０分 

職場適応性検査 ２０分 

※ 筆記試験問題は活字印刷文による出題となります。 

※ 職場適応性検査(※消防職は、消防適性検査)は、第２次試験以降に行う個別面接の際に参考資料とし

て活用します。 

 

(２) 第２次試験（第１次試験の合格者を対象として行います。） 

職 種 試験の方法・内容 試験時間 

全 職 種 

個 別 面 接 人物、識見等についての口述による個別面接 ２０分程度 

集 団 討 論 
課題に対して受験者同士で討論し、一定の結論を導き

出す共同作業 
４０分 

消 防 職 体 力 試 験 

消防職は、上記試験に加えて、次の項目について試験

を行い、基礎体力を確認します。 

握力、腕立て伏せ、反復横跳び、上体起こし、垂直跳

び、２０ｍシャトルラン 

受験者数による 

※ 集団討論は、第２次試験の受験者数によっては、職種混合で実施する場合があります。 

なお、第２次試験の全受験者数が３人に満たない場合は集団討論を実施しません。 

 

(３) 第３次試験（第２次試験の合格者を対象として行います。） 

職 種 試験の方法・内容 試験時間 

全 職 種 

個 別 面 接 人物、識見等についての口述による個別面接 ２０分程度 

小論文試験 
課題に対する論理性、文章構成力等についての筆記試験

（８００字程度） 
６０分 
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５ 申込方法 

申込期間 ５月２１日（木）から６月１７日（水）まで 

申込方法 

大竹市職員採用情報サイト（パブリックコネクト）の申込フォームから申し込みください。（初め

に登録が必要です。） 

① マイページへログインし、「プロフィール編集」へ進み、基本情報・学歴・職歴・資格を登録 

② プロフィール編集後、受験する職種区分のページへ進みエントリー 

③ 写真データのアップロード（６ヶ月以内に撮影した正面向き、上半身無帽の写真を縦表示とな

るようにアップロードしてください。（縦：横＝4：3）） 

④ 申し込みは、１回です。重複申込の場合は、最初に入力した内容が書類選考の対象となります。

送信申込以降、申込内容の変更はできませんので、内容に不備がないか必ず確認してください。 

注意事項 

① 「@public-connect.jp」及び「@city.otake.hiroshima.jp」のドメインから送信されるメール

を受信できるように設定してください。 

② 携帯電話のメールアドレスを登録した場合や誤入力、通信回線上の障害等により、大竹市など

からのメールが受信できず、申し込みができない場合で受験ができなかったときは、一切の責任

を負いませんのでご注意ください。 

受 験 票 

申込期間終了後、第１次試験の案内メールを送付します。第１次試験には、申込時に登録したマイ

ページから出力できる受験票が必要となります。当日に画面表示するか印刷したものをお持ちくだ

さい。 

６ 採 用 

(1) 最終合格者は、職種ごとに採用候補者名簿に登載されます。この名簿の有効期間は、原則として令和９年

４月１日から令和１０年３月３１日までです。 

(2) 採用は、原則として令和９年４月１日以降で、名簿に基づき、順次採用を決定します。 

(3) 日本国籍を有しない人で、日本国籍又は永住者若しくは特別永住者の在留資格を取得見込みの人は、令和

９年３月３１日までに取得できない場合、採用される資格を失います。 

(4) 保健師の資格を取得見込みの人は、令和９年３月３１日までに取得できない場合、採用される資格を失い

ます。 

７ 初任給 

初任給は、令和８年４月１日現在で、学歴、年齢に応じておおむね次のとおりですが、学校を卒業後、経験年

数を有する人は、前歴を換算して初任給を決定します。 

なお、採用されるまでに給与関係の条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところによります。 

初 任 給 

大学卒業見込みの場合 ２４７，１０４円 大学院卒業などの場合、修学年数に応じ

た調整を行った上で、初任給を決定しま

す。 

短大卒業見込みの場合 ２２８，１７６円 

高校卒業見込みの場合 ２１４，９６８円 

※ 初任給は、地域手当を含んだ額です。 

  ※ 手当には、地域手当のほか通勤手当、扶養手当、住居手当などがあります。 

８ 試験成績の照会 

最終合格者を除き、希望者に対しては不合格時点での順位及び得点をお知らせします。希望者は、第１次試験

時、第２次試験時及び第３次試験時に配布する「成績照会書」により請求してください。ただし、第１次試験、

第２次試験及び第３次試験、いずれも合格発表以前又は成績照会受付期間終了後の請求はできません。 


